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NICHII Communication of medical care

NICHII 医事ニュース

このたび、「NICHII 医事ニュース 特別号」としまして、今回の改定の基本方針と改定率等

のおさらいと医療動向、さらに2月13日に発出された答申より改定のポイントをいくつかご紹介

致します。詳細については厚生労働省の答申資料でご確認下さい。

2026年度 診療報酬改定・速報

主旨

激変する医療界の動向について､医療経営の視点で必要な情報を提供すると共に､医事業務に必要な実務知識の
提供をしています

改定に当たっての基本認識

日本経済が新たなステージに移行しつつある中での物価・賃金の上昇、人口構造の変化や人口減少の中での人材
確保、現役世代の負担の抑制努力の必要性

2040年頃を見据えた、全ての地域・世代の患者が適切に医療を受けることが可能かつ、医療従事者も持続可能
な働き方を確保できる医療提供体制の構築

医療の高度化や医療DX、イノベーションの推進等による、安心・安全で質の高い医療の実現

社会保障制度の安定性・持続可能性の確保、経済・財政との調和

改定の基本的視点

1. 物価や賃金、人手不足等の医療機関等を取りまく環境の変化への対応【重点課題】

2. 2040年頃を見据えた医療機関の機能の分化・連携と地域における医療の確保、地域包括ケアシステムの推進

3. 安心・安全で質の高い医療の推進

4. 効率化・適正化を通じた医療保険制度の安定性・持続可能性の向上

特別号

第1弾

（2026.2.13時点）
発行元：医療関連事業本部 運用企画部 運用企画課

https://www.mhlw.go.jp/content/10808000/001655176.pdf

中医協総ー１ー１ 2025.12.12

⚫ 入院医療の評価と機能分化・連携

➢ 地域医療構想に基づき、医療機関の機能（急性期・包括期・慢性期など）に応じた評価を推進。

➢ 機能ごとの役割分担・連携を強化し、効率的な医療提供体制を構築。

⚫ 外来医療の適正化

➢ 「かかりつけ医」「かかりつけ薬剤師」機能の評価を強化。

➢ 大病院から地域のかかりつけ医への逆紹介促進で、効率的な外来医療を推進。

⚫ 在宅医療の推進

➢ 在宅医療の質・量の拡大と評価（特に訪問診療・看取り対応）を促進。

➢ 在宅療養患者への後方支援機能を担う医療機関の評価も強化。

⚫ 経営・人材確保への対応

➢ 医療機関の物価高騰・人件費の増加に対応するため、処遇改善や業務効率化に資する診療報酬項目の
見直し。

➢ 医療従事者の働き方改革・確保に向けた支援。

方向性のポイント

https://www.mhlw.go.jp/content/10808000/001655176.pdf


© 2026 NICHIIGAKKAN CO., LTD. All rights reserved. 

NICHII Communication of medical care 中医協 総ー１

2026.1.9

⚫ 2025年12月24日の大臣折衝に
より、本体改定率がプラス3.09％と
決定。この数字は2026年と27年
の平均値。

⚫ 薬価等の改定率▲（マイナス）
0.87%と本体改定率を合わせると
プラス2.22％。大幅なプラス改定。

⚫ 賃上げ、物価高騰の対応、食費・
光熱水費、前回改定以降の医療
機関の経営環境悪化への緊急対
応分等のプラス分、処方や調剤、
在宅医療・訪問看護関係の評価
の適正化等のマイナス分を除くと、
実際のプラス分は0.25%。

改定率の解説

①前スライドの赤の枠囲み※2につい
て：2026年と27年の平均で、プラス
0.76％となっており、医療機能に応じ
た配分を行っている。

②前スライドの赤の枠囲み※４につい
て：2024年度診療報酬改定以降の
経営環境の悪化を踏まえた緊急対応
として、プラス0.44％となっており、こち
らも配分するにあたって、医療機能に
応じた配分とする。

④※2には大学病院などへの特例的
な対応：プラス0.14％の物価対応本
格導入時の特例的な対応として措置
する。

大臣折衝における記載の解説

社保審－介護給付費分科会
2025.12.26

社会保障審議会障害者部会

2026.1.19

2026年度には介護報酬改定も実施。これまでの通常3年ご
との改定サイクルを待たずに実施される、いわゆる 「期中改
定」 となるのが大きな特徴。人材確保・賃上げが緊急の課題
となっている介護現場の状況を踏まえた対応。改定率は、プラ
ス2.03％。

障害福祉サービス等の報酬改定も実施。

こちらも、通常 3年に1回（直近は2024年度） 行われま
すが、物価高騰や人材不足などの状況を受け、2026年度
に期中で臨時的な見直しを行う方針が示されている。改定
率は、プラス1.84％。
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⚫ 2040年頃に向けた医療提供体制
の総合的な改革をもとに改正され
た医療法の概要。

⚫ 高齢化に伴う医療ニーズの変化や
人口減少を見据え、地域での良質
かつ適切な医療を効率的に提供す
る体制を構築するため、地域医療
構想の見直し、オンライン診療等の
推進、医師偏在是正に向けた総
合的な対策の実施、これらの基盤
となる医療DXの推進のために必要
な措置が盛り込まれている。

医療法改定の解説

日本では今後、85歳以上の高齢者が大幅に
増加し、生産年齢人口は減少し、医療従事者
確保がより困難になり、急性期だけでなく 外来・
在宅医療、介護との連携、医療人材の確保が
不可欠になってくる。
このため、「新たな地域医療構想」は、旧来の
「病床中心」の構想から、より広い視点で2040
年代の地域医療全体像を描く必要性が高まり、 
「治す・支える医療」の実現に向けて、
・高齢化・医療需給ギャップに対応する長期戦
略
・医療と介護、地域包括ケアとの一体的な提供
体制の実現
・医療資源の最適配分（人材、病床、機能）
・持続可能な医療制度の構築
といった社会的な課題に応えるための中長期的
な医療戦略であり、今回の診療報酬改定におけ
る基礎となっている。

新たな地域医療構想の解説

地域医療構想及び医療計画等に関する検討会

2025.10.31

病床機能区分に関しては、これまでの
「回復期機能」について、2040年に向
けて、増加する高齢者救急等の受け
皿として急性期と回復期の機能を併
せ持つことが重要になることから名称を
「包括期機能」と変更されることになっ
た。

病床機能の解説
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地域医療構想及び医療計画等に関する検討会

2025.10.31

地域の医療機関機能については、各医療
機関に求められる役割も明確化され、

・高齢者救急・地域急性期機能

・在宅医療等連携機能

・急性期拠点機能

・専門等機能

に、機能ごとの分類・集約 を進める方向性
が示されている。

大学病院本院に関しては、広域な観点の
医療機関機能として分類されている。

医療機関機能の解説

地域の医療機関機能については、人口規
模によっても考え方が定義されている。
大都市型（人口100万～）、地方都市
型、人口の少ない地域に分けて考え方が示
しめされている。
例えば、大都市型・急性期拠点病院の特
徴としては、命に直結する重症・救急・高度
治療で、専門性の高い医療を集約提供し、
地域医療全体を支えるハブ機能的な存在と
して位置づけられる。
「何でも診る」ではなく、 「ここでしか診られな
い医療を担う」病院としての特徴がある。

人口規模を踏まえた医療機関機能の解説

・急性期機能に着目した指標としては、

・救急搬送件数

・全身麻酔手術件数

・地域における総合性

がある。

「病床数が多い＝拠点的急性期」ではな
く、重症度・医療密度・役割といった中身
が重要で、規模より代替不可能性が重
視されている。

拠点的な急性期機能は、重症・高度・
代替困難な医療を集約して担うものであ
り、一般的な急性期機能は、地域住民
に身近な標準的急性期医療を安定的に
提供する役割を担う。

急性期に着目した指標評価の解説

診調組 入－１

2025.9.18

地域医療構想及び医療計画等に関する検討会

2025.8.27
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「かかりつけ医機能報告制度」は、2025年4月に施行された新しい医療制度で、全国の多くの医療機関が地域医療に
おける「かかりつけ医としての機能（役割）」について都道府県知事に報告する仕組み。国民が自分に合った医療機関
を選びやすくし、地域医療全体の質と連携を高めることを目的としている。

◼ 制度の目的

➢ 地域に必要とされるかかりつけ医機能を多面的に把握・強化するため。

➢ 医療機関が自らどのような「かかりつけ医機能」を持つかを見える化することで、患者が自身に合った医療機
関を選びやすくするため。

➢ 地域医療構造の実態把握に基づき、地域の協議の場で不足する機能の強化策を検討する基礎資料とす
るため。

◼ 対象医療機関

➢ 病院・診療所（特定機能病院・歯科医療機関を除く）

◼ 報告の流れ

1. 毎年1～3月に医療機関が都道府県に報告（G-MISを利用したオンライン等）
※初回報告は 2026年1～3月頃 を予定

2. 都道府県が内容を確認・公表

3. 地域の医療関係者や自治体等の協議の場で、報告内容をもとに課題や機能強化策を検討

◼ 報告内容：主に「機能の有無や実績」を記載

➢ 慢性疾患の治療・管理

➢ 在宅診療の実施状況

➢ 多職種連携・地域連携の取り組み

➢ 研修修了状況（かかりつけ医機能に関する研修） など

※報告がすべての医療機関にとって義務付けられ、情報は医療機能情報提供制度等と連携して公表される。

◼ 医療機関側

➢ 自院の「かかりつけ医機能」を整理し、日々の診療記録管理や研修履歴の整備が必要。

➢ 報告内容が地域の医療連携や患者の受診選択に反映されるため、地域での役割や連携強化の機会とな
る。

◼ 患者・地域住民側

➢ 地域でどの医療機関がどのような機能を持つかを選びやすくなり、必要な医療につながりやすくなる。

かかりつけ医機能報告の解説

★かかりつけ医機能報
告制度」を利用して
報告したからと言って、
診療報酬上での評
価はない（点数は
ない）

★将来的には、「登
録していないと、か
かりつけ医評価系
の点数が取りにくく
なる」可能性もある
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長期収載品の選定療養について、後発医薬品の供給状況や患者負担の変化にも配慮しつつ、創薬イノ
ベーションの推進や後発医薬品の更なる使用促進に向けて、患者負担の見直しを行う。

長期収載品の選定療養の更なる活用

中医協総－ ６

2025.12.17

改定後

患者の希望により長期収載品を使用する場合、長期収載品と後発医薬品の価格差の４分の１相当を
患者負担としているが、これを価格差の２分の１相当に引き上げる。

厚生労働省の実施した調査の結果、患者希望
で長期収載品が処方された場合に徴取する“特
別の料金”が現在の「２倍程度」になった場合に
後発品に切り替えるとの回答が最も多かった、とい
う結果があった。
それをを受けて、検討した結果、現在、長期収載
品と後発医薬品の価格差の４分の１相当を患
者負担としているが、これを価格差の２分の１相
当に引き上げることとなった。

長期収載品の選定療養費の見直しの解説
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地域で病院が果たしている救急搬送の受入や手術等の急性期機能に着目し、地域ごとの急性期の病院
機能を確保する観点から、病院の機能に着目した施設基準を設け、体制整備も含めた新たな評価を行う。

新設

A100急性期病院一般入院基本料（１日につき）
イ 急性期病院Ａ一般入院料 1,930点
ロ 急性期病院Ｂ一般入院料 1,643点

急性期病院Ａ一般入院料 急性期病院Ｂ一般入院料 

特徴・位置づけ

◼ 地域における中心的・拠点的な急性期
医療機関として評価

◼ 重症患者の受け入れ・救急対応・手術
症例の豊富さなど、病院全体の急性期
実績が要件に反映。

◼ 地域内一般の急性期医療を支える役
割に重点が置かれている。

◼ 地域ニーズや医療圏人口構造によって
評価される。

看護配置
病院基本要件

◼ 看護職員配置が7対1
◼ DPC病院であること。
◼ 看護職員最小必要数の7割以上が看

護師であること。

◼ 看護職員配置が10対1
◼ DPC病院であること。
◼ 看護職員最小必要数の7割以上が看

護師であること。

平均在院日数 ◼ 16日以内 ◼ 20日以内

救急搬送受入件数
手術実績

◼ 救急用の自動車又は救急医療用ヘリコ
プターによる搬送件数が、年間で2,000
件以上であり、かつ、全身麻酔による手
術件数が年間で1,200件以上であるこ
と。

◼ 次のいずれかを満たすこと。
ア 救急搬送件数年間：1500件以上
イ 救急/手術救急搬送件数：500件以

上 ＋ 全身麻酔手術 500件以上
ウ 人口20万人以下の地域での救急シェ

ア：当該圏内で搬送件数が最も多く、 
年間 1000件以上

エ 離島や特殊地域条件：圏内で救急搬
送件数最大

病棟構成・ケアミックス
の制限

◼ 地域医療病棟・地域包括ケア病棟との
併設が原則不可。

◼ 急性期Bでは 地域包括ケア病棟との併
設が可能（条件付き）。

◼ 「協力対象施設入所者入院加算」の算
定も基本的に可能。

想定される病院像 拠点的・基幹急性期病院 地域一般急性期病院・中核病院

⚫ 従来の急性期一般入院料（看護配置7対1・10対1など）とは別に、病院の急性期機能（救急・手
術等の実績や役割）そのものを評価して基本料を設定する仕組み。

⚫ 地域医療構想で求められる急性期機能を点数化・報酬評価につなげ、機能分化・連携を進める狙いが
ある。

急性期病院A/B一般入院料の解説

※他に、重症度、医療・看護必要度、在宅復帰率等の要件があります。詳細は、後日発信の「学ぼうシリーズ」でてご
確認ください。

急性期病院A/B一般入院料の比較
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更なる生産年齢人口の減少に伴って医療従事者確保の制約が増す中でも、患者像に合わせた専門的な
治療やケアを提供し、患者のADLの維持・向上等に係る取組を推進するため、重症度、医療・看護必要
度の高い高齢者等が主に入棟する病棟において、看護職員や他の医療職種が協働して病棟業務を行う
体制について、新たな評価を行う。

新設

A215看護・多職種協働加算（１日につき）
１ 看護・多職種協働加算１ 277点
２ 看護・多職種協働加算２ 255点

⚫ 急性期一般入院料等の届出病棟で、看護＋
他職種が協働して診療補助を行う体制を評価
する加算。

⚫ 看護職員に加えて リハ職（PT・OT・ST）・管
理栄養士・臨床検査技師などを配置し、多職種
が専門性を活かして協働する体制を評価。

⚫ 病棟全体としての機能強化が目的。

看護・多職種協働加算の解説

対象病棟

急性期一般入院料1（従来の重症度が高い病棟）と同等の重症度・医療・看護必要
度を満たす実態のある病棟が対象
◼ 急性期一般入院料４→看護・多職種協働加算１ 
◼ 急性期病院B一般入院料→看護・多職種協働加算２ 

看護＋他職種の配置

◼ 看護職員の配置に加え、以下のいずれかの他職種の配置が必要
➢ 理学療法士（PT）
➢ 作業療法士（OT）
➢ 言語聴覚士（ST）
➢ 管理栄養士
➢ 臨床検査技師

看護配置を超過した人員配置として評価されることが前提→ 例えば、10対1看護配置
の病棟に他職種を上乗せして、7対1相当の体制に近づける

病棟としての成果指標
◼ 看護必要度該当割合：要件あり
◼ 平均在院日数：16日以内
◼ 在宅復帰率：８割以上

常勤の医師の員数 ◼ 当該病棟の入院患者数に百分の十を乗じて得た数以上であること。

看護・多職種協働加算の要件

※他に、重症度、医療・看護必要度等の要件があります。詳細は、後日発信の「学ぼうシリーズ」でてご確認ください。

中医協総－ ３

2025.12.12

【中医協での議論で示された図】
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NICHII Communication of medical care 物価対応料の新設

これまでの物価高騰による医療機関等の物件費負担の増加を踏まえ、初・再診料等及び入院基本料等
について必要な見直しを行う。また、令和８年度及び令和９年度における物件費の更なる高騰に対応す
る観点から、その担う医療機能も踏まえつつ、物価高騰に対応した新たな評価を行う。

新設

O100物価対応料（１日につき）
１ 外来・在宅物価対応料

イ 初診時 ２点
ロ 再診時等 ２点
ハ 訪問診療時 ３点

２ 入院物価対応料
イ 急性期病院Ａ一般入院料を算定する場合 66点
ロ 急性期病院Ｂ一般入院料を算定する場合（ハの場合を除く。） 58点
ハ 急性期病院Ｂ一般入院料及び看護・多職種協働加算を算定する場合 58点
ニ 急性期一般入院料１を算定する場合 58点
ホ 急性期一般入院料２を算定する場合 45点
ヘ 急性期一般入院料３を算定する場合 45点
ト 急性期一般入院料４を算定する場合（チの場合を除く。） 45点
チ 急性期一般入院料４及び看護・多職種協働加算を算定する場合 58点
リ 急性期一般入院料５を算定する場合 36点
ヌ 急性期一般入院料６を算定する場合 34点
ル 地域一般入院料１を算定する場合 32点
ヲ 地域一般入院料２を算定する場合 32点
ワ 地域一般入院料３を算定する場合 23点
カ 特別入院基本料（一般病棟）を算定する場合 17点

※ その他の入院料等を算定する場合についても同様に対応する。  

[算定要件] 

(１) ～(４)（略 ）

(５) １及び２の点数について、令和９年６月以降は、所定点数の100分の200に
相当する点数を算定する。

⚫ 医科診療報酬
➢ 改定率で示された通

り、2段構えの点数が
評価された。

➢ 再診料や入院料の
所定点数は増点と
なっているが、これは
2024年度の改定以
降、経営環境の悪化
を踏まえた対応分。

⚫ 物価対応料
➢ 2026年度と27年度

の物価上昇に段階的
に対応するため、「物
価対応料」を新設。

➢ 2027年度の点数は
26年度の倍となる。

➢ 国はあと2年は物価
高が続くと見込んでい
るようだ。

物価対応料の解説
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NICHII Communication of medical care 医療DX関連

医療DX関連の解説

⚫ 医療DXに向けた取り組みは「着実に進んでいる」部分と、「進んでおらず、さらなる支援等が必要」な部分
とあることがわかる。

⚫ マイナ保険証の普及は進んでいるが、ITに不慣れな患者への対応による負担が増加していることが挙げら
れてる。医療機関等には依然として「コスト」が発生している。

⚫ 電子処方箋に関しては、

複数医療機関を受診し、用法及び用量から通常想定される処方の量を大きく超えてゾルピデム製剤（マ
イスリーなど）の処方を受けている患者がいることが把握されており、これは電子処方箋サービスの重複投
薬等チェックにより防ぐことができる、という指摘がある。

⚫ 電子カルテについては、2026年夏までに、具体的な普及計画を策定する予定。

⚫ 電子カルテ情報共有サービスについては、現在モデル事業で確認されている課題への対応を行っている。
改修、検証を経て、当初の予定よりかなり遅れているが、2026年の冬頃をメドに全国で利用可能な状態
にすること（運用開始）を目指す、としている。

⚫ 救急時医療情報閲覧に関しては、意識障害の患者に対し、これを使用することで薬剤情報等を確認し、
適切な治療に繋げることができたという事例が報告されている。

⚫ サイバーセキュリティ対策に関しては、BCPやオフラインバックアップに取り組む医療機関が増加したが、情報
セキュリティの統括責任者については、情報処理技術にかかる資格の取得者が少ないという状況がある。

医療DX関連施策の進捗状況を踏まえ、普及した関連サービスの活用を基本としつつ、更なる関連サービス
の活用による質の高い医療の提供を評価する観点から、診療録管理体制加算、医療情報取得加算及び
医療DX推進体制整備加算の評価を見直す。

【医療DX関連の点数】
⚫ 医療情報取得加算及び医療DX推進体制整備加算を廃止
⚫ 電子的診療情報連携体制整備加算を新設（初診料、再診料、外来診療
料及び入院料）

中医協総ー２

2025.12.19
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NICHII Communication of medical care 医師事務作業補助体制加算の見直し

ICT機器等の活用による医師事務に係る業務効率化・負担軽減等の業務改善推進の観点から、医師事
務作業補助体制加算の人員配置基準を柔軟化する。

改定後

【A207-2医師事務作業補助体制加算】
［算定要件］
(１)～(２) （略）
(３) 医師事務作業補助者の業務は、医師（歯科医師を含む。）の
指示の下に、診断書・診療情報提供書・返信・診療サマリー・診療計
画書等の文書作成補助、診療記録・検査オーダー・食事オーダー・クリ
ニカルパス・地域連携パスへの代行入力、患者・家族への説明文書の
準備・作成、診療録・画像検査結果等の整理、医療の質の向上に資
する事務作業（診療に関するデータ整理、院内がん登録等の統計・
調査・入力作業、教育や研修・カンファレンスのための準備作業等）、
入院時の案内等の病棟における患者対応業務及び行政上の業務
（救急医療情報システムへの入力、感染症サーベイランス事業に係る
入力等）への対応に限定するものであること。なお、（略）

医師事務作業補助体制加算
の解説

⚫ 今まで医師の働き方改革
において現行の制度下で
実施できる業務は確認で
きていたが、点数表にて業
務範囲が明示された。下
線部分が追加記載された
業務。

⚫ ICT活用による配置基準
の柔軟化：ICT機器
（生成AI・音声入力・
RPA 等）を活用した場
合の人員配置基準の緩
和措置が導入される。具
体的には、ICT等を活用
することで補助者1人を 
1.2人・1.3人 として算入
可能なルールの導入。
（実質的な評価強化）。

⚫ ICT・AI の活用要件が
重要：生成AI等を活用
する場合の研修実施や
適切利用に関する基準
整備が見直し項目として
盛り込まれている⇒今後、
ICT活用が医師事務作
業補助体制加算の評価
の前提となる。

改定後

２ ICT機器を活用する医師事務作業補助者の配置人数の算入方法
(１) 医師事務作業補助体制加算の届出を行う保険医療機関において、

次のアからエまでのいずれにも該当する場合には、医師事務作業補助者
の配置人数は、オ又はカに定めるところにより算入することができる。
ア 医師事務作業補助者が行う事務業務に関して、次に掲げるもののうち、

①を含むものを当該保険医療機関内で組織的に導入し、当該保険
医療機関に勤務する大半の医師及び医師事務作業補助者が日常
的に活用することにより、業務の効率化が顕著に図られていること。
① 生成AIを活用し、退院時要約、診断書及び紹介状等の原案作

成を自動的に行い、当該業務を大幅に効率化する医療文書等の
文書作成補助システム

② 診療録、退院時要約、診断書及び紹介状の作成に対応する医
療文書等への入力を行う医療文書用の音声入力システム（汎用
音声入力機能を除く。）

③ 救急医療情報システム等への医療データ等の定型的な入力作業
等を自動化するロボティック・プロセス・オートメーション（RPA）

④ 入退院時の説明、検査・処置、麻酔・鎮静、手術、インフォームド・
コンセント及び医療安全・感染対策等に関する10種類以上の患
者向け説明動画

イ 、ウ（略）
エ アの①から④までのうち、当該保険医療機関において導入し、活用して

いるとして届け出たものについて、当該保険医療機関に配置される全
ての医師事務作業補助者に対し、操作方法及び生成AIの適切な利
用に関する研修を実施し、全ての医師事務作業補助者が、常時、当
該ICT機器を用いて、医師事務業務を遂行できる体制を整整備して
いること。

オ アからエまでの要件を全て満たす場合には、医師事務作業補助者１
人を1.2人として配置人数に算入することができる。

カ オに加え、アの②から④までに掲げるもののうち少なくとも１種類以上を
広く活用している場合には、医師事務作業補助者１人を1.3人として
配置人数に算入することができる。

(２) (３) （略）

★「配置基準を満たし
ているか」ではなく
「医師の仕事が本当
に軽くなっているか」
を説明できる体制が
必要
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